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資料４

医療⾏為

診療報酬対象⾏為

臨床心理士等が行う行為
のうち、医師の指示に
基づくもの

【原則】自己負担額は、医療費の３割

現行の犯罪被害給付制度

重傷病給付金（医療費の自己負担額
相当額）が支給される。

【原則】自己負担額は、医療費の10割（全額）

現行の犯罪被害給付制度

医療⾏為

臨床⼼理⼠等が
⾏うもの

臨床心理士等が行う行為のうち、
医師の指示に基づくものであって、
さらに診療報酬対象行為となる
ための一定の要件を満たすもの

重傷病給付金の支給対象とならない。

※ このほか、医療費の自己負担分については、自立支援医療費（障害者自立支援法第54条）等によって一部減額があり得る。

◆ 犯罪被害による何らかの疾病に対する医療（治療）としての心理療法、治療に向けての導入的なカウンセリング

◆ 疾病の治療ではないが、犯罪被害者の精神的苦痛・混乱等の心理的状態の緩和・回復のための社会的支援としてのカウンセリング


